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資料 3 

第 6 期障がい福祉計画及び第 2 期障がい児福祉計画等  

のためのアンケートについて（報告）  

 

１  計画の位置づけ及び性格  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山陽小野田市障がい者計画  

「障害者基本法」を根拠とする「障害者基本計画」です。  

「山陽小野田市障がい者計画」は、「山陽小野田市総合計画」と「山陽小野

田市地域福祉計画」を上位計画とし、障がい者施策を推進するための基本目

標、基本方針を定めることにより、その方向性と内容を明らかにし、今後の

障がい福祉施策推進のための指針となるものです。  

また、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」との整合性を保ちます。  

 第 4 次山陽小野田市障がい者計画  

根拠法  「障害者基本法」第 11 条第 3 項  

性格  

障がい者の福祉に関する施策及び障がいの予防に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とした中

長期的な計画  

今回計画期間  第 4 次計画：平成 30 年度～令和 5 年度（ 6 年間）  

障がい  

福祉計画  

障がい児  

福祉計画  

 
「 や ま ぐ ち 障 害 者 い き い き プ ラ ン 」  

 
国の基本指針  

 
「 山 口 県 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 実 施 計 画 」  

山陽小野田市総合計画  

山陽小野田市障がい者計画  

山陽小野田市地域福祉計画  
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○山陽小野田市障がい福祉計画  

「第 5 期障がい福祉計画」は、「障害者総合支援法」第 88 条第 1 項に定

める「市町村障害福祉計画」で、「山陽小野田市障がい者計画」の基本目標、

基本方針を実現するための具体的な実施計画と位置づけられます。  

 第 5 期山陽小野田市障がい福祉計画  

根拠法  「障害者総合支援法」第 88 条第 1 項  

性格  
障がい福祉サービス等の見込量、確保の方策を定める 3 年

を 1 期とする計画  

今回計画期間  第 5 期計画：平成 30 年度～令和 2 年度（ 3 年間）  

 

○山陽小野田市障がい児福祉計画  

「第 1 期障がい児福祉計画」は、「児童福祉法」第 33 条の 20 第 1 項に

定める「市町村障害児福祉計画」で、「山陽小野田市障がい者計画」の基本

目標、基本方針を実現するための具体的な実施計画と位置づけられます。  

 第 1 期山陽小野田市障がい児福祉計画  

根拠法  「児童福祉法」第 33 条の 20 第 1 項  

性格  
障がい児通所支援等の見込量、確保の方策を定める 3 年を

1 期とする計画  

今回計画期間  第 1 期計画：平成 30 年度～令和 2 年度（ 3 年間）  

 

２  計画の期間  

平成 30 年度 令 和 元 年 度 令和 2 年度 令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

 

  

 

 

 

第 2 期障がい児福祉計画  

 

第 5 期 障 が い 福 祉 計 画 

 

第 6 期 障 が い 福 祉 計 画 

 

第 1 期障がい児福祉計画  

 

第 4 次障がい者計画  
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３  アンケートの実施  

実施期間：令和元年 11 月 21 日～令和元年 12 月 20 日  

（特別支援学級在籍児童・生徒の保護者へのアンケートは令和元年 12 月

19 日～令和 2 年 1 月 9 日）  

 
対象者  

配付数 (人 )  

（有効数）  
調査方法  

回収率

（％）  

第
６
期
障
が
い
福
祉
計
画 

18 歳以上 65 歳未満の「身体

障害者手帳」、療育手帳、「精神

障害者保健福祉手帳」所持者  

1,064 

（1,062）  

郵送による

配付回収  
48.8 自立支援医療（精神通院）受給

者 証 に よ る 障 が い 福 祉 サ ー ビ

ス利用者及び 65 歳以上の障が

い福祉サービス利用者  

61 

第
２
期
障
が
い
児
福
祉
計
画 

特別支援学級在籍児童・生徒の

保護者  
214 

学校を  

通じて  

配付回収  

64.9 

総 合 支 援 学 校 に 通 学 し て お り

障 が い 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し

ている児童・生徒の保護者  

18 
郵送による

配付回収  

児 童 発 達 支 援 サ ー ビ ス を 利 用

している児の保護者  
30 

事業所を  

通じて  

配付回収  

第
４
次
障
が
い
者
計
画 

20 歳～79 歳の市民（小野田・

山陽地区別、男女別、年代別に

無作為抽出）  

2,000 

（1,991）  

郵送による

配付回収  
41.0 
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